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第

三

十

八

号

議

案 

  

江

戸

川

区

職

員

の

退

職

手

当

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例 

   

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。 

  

平

成

二

十

五

年

二

月

二

十

一

日 

  

提

出

者 
 

江

戸

川

区

長 

多

田

正

見
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江

戸

川

区

職

員

の

退

職

手

当

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例 

 
江

戸

川

区

職

員

の

退

職

手

当

に

関

す

る

条

例

（

昭

和

三

十

二

年

十

月

江

戸

川

区

条

例

第

十

一

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。 

第

五

条

第

一

項

第

一

号

中

「

百

分

の

百

」

を

「

百

分

の

五

十

」

に

改

め

、

同

項

第

二

号

中

「

百

分

の

百

三

十

五

」

を

「

百

分

の

百

十

五

」

に

改

め

、

同

項

第

三

号

中

「

百

分

の

百

五

十

」

を

「

百

分

の

百

五

十

五

」

に

改

め

、

同

項

第

四

号

中

「

百

分

の

百

六

十

五

」

を

「

百

分

の

二

百

十

」

に

改

め

、

同

項

第

五

号

中

「

百

分

の

百

八

十

」

を

「

百

分

の

百

四

十

」

に

改

め

、

同

項

第

六

号

中

「

百

分

の

百

六

十

五

」

を

「

百

分

の

百

五

」

に

改

め

、

同

条

第

二

項

中

「

五

十

」

を

「

四

十

一

・

二

五

」

に

改

め

る

。 

 

第

六

条

第

一

項

第

一

号

中

「

百

分

の

百

四

十

」

を

「

百

分

の

八

十

五

」

に

改

め

、

同

項

第

二

号

中

「

百

分

の

百

九

十

」

を

「

百

分

の

百

六

十

五

」

に

改

め

、

同

項

第

三

号

中

「

三

十

年

」

を

「

二

十

五

年

」

に

、

「

百

分

の

二

百

」

を

「

百

分

の

百

七

十

五

」

に

改

め

、

同

項

第

四

号

中

「

三

十

一

年

」

を

「

二

十

六

年

」

に

、

「

三

十

三

年

」

を

「

三

十

四

年

」

に

、

「

百

分

の

百

五

十

」

を

「

百

分

の

百

六

十

」

に

改

め

、

同

項

第

五

号

中

「

三

十

四

年

」

を

「

三

十

五

年

」

に

、

「

百

分

の

六

十

」

を

「

百

分

の

九

十

」

に

改

め

、

同

条

第

二

項

中

「

五

十

九

・

二

」

を

「

四

十

九

・

五

五

」

に

改

め

る

。 
 
 
 
 
 

 

第

十

条

第

一

項

中

「

に

対

し

て

、

次

項

の

規

定

に

よ

り

付

与

さ

れ

た

数

の

う

ち

、

評

価

期

間

に

お

け

る

も

の

を

合

計

し

た

も

の

に

第

六

項

」

を

「

の

評

価

期

間

の

初

日

の

属

す

る

年

度

か

ら

そ

の

者

の

評

価

期

間

の

末

日

の

属

す

る

年

度

ま

で

の

各

年

度

ご

と

に

当

該

各

年

度

に

そ

の

者

が
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属

し

て

い

た

次

の

各

号

に

掲

げ

る

職

員

の

区

分

に

応

じ

当

該

各

号

に

定

め

る

点

数

（

以

下

「

ポ

イ

ン

ト

」

と

い

う

。

）

を

合

計

し

た

点

数

に

、

第

六

項

」

に

改

め

、

同

項

に

次

の

各

号

を

加

え

る

。 

 

一 
第

一

号

区

分 

三

百

六

十 

 

二 

第

二

号

区

分 

三

百 

 

三 

第

三

号

区

分 

二

百

四

十 

 

四 

第

四

号

区

分 

百

八

十

五 

 

五 

第

五

号

区

分 
百

六

十

五 

 

六 

第

六

号

区

分 

百

五

十 

 

七 

第

七

号

区

分 

百

三

十 

 

八 

第

八

号

区

分 

零 

 

第

十

条

第

二

項

中

「

任

命

権

者

は

、

職

員

に

対

し

、

当

該

職

員

が

属

す

る

次

の

各

号

に

掲

げ

る

職

員

の

区

分

に

応

じ

て

当

該

各

号

に

定

め

る

数

（

以

下

「

ポ

イ

ン

ト

」

と

い

う

。

）

を

会

計

年

度

ご

と

に

確

定

し

、

こ

れ

を

付

与

す

る

。

こ

の

」

を

「

前

項

の

」

に

、

「

職

員

に

、

休

職

月

等

」

を

「

退

職

し

た

者

に

休

職

月

等

」

に

、

「

当

該

ポ

イ

ン

ト

」

を

「

ポ

イ

ン

ト

」

に

改

め

、

各

号

を

削

る

。 

第

十

条

第

三

項

中

「

前

項

各

号

」

を

「

第

一

項

各

号

」

に

改

め

る

。 

第

十

一

条

第

四

項

中

「

（

当

該

育

児

休

業

に

係

る

子

が

一

歳

に

達

し

た

日

の

属

す

る

月

ま

で

の

期

間

に

限

る

。

）

」

を

削

る

。 
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附

則

に

次

の

五

項

を

加

え

る

。 

 
（

平

成

二

十

五

年

四

月

一

日

以

後

に

退

職

す

る

者

に

支

給

す

る

退

職

手

当

の

調

整

額

に

係

る

経

過

措

置

） 

９ 

退

職

し

た

者

が

江

戸

川

区

職

員

の

退

職

手

当

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

（

平

成

二

十

五

年

三

月

江

戸

川

区

条

例

第 

号

）

に

よ

る

改

正

前

の

第

十

条

第

一

項

及

び

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

付

与

し

た

ポ

イ

ン

ト

（

平

成

二

十

五

年

四

月

一

日

以

後

に

都

職

員

等

か

ら

引

き

続

き

新

た

に

職

員

と

な

つ

た

者

に

あ

つ

て

は

、

区

規

則

で

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

付

与

し

た

も

の

を

含

む

。

以

下

「

確

定

ポ

イ

ン

ト

」

と

い

う

。

）

を

有

す

る

場

合

で

あ

つ

て

、

確

定

ポ

イ

ン

ト

に

第

十

条

第

六

項

に

定

め

る

退

職

手

当

の

調

整

額

の

単

価

（

附

則

第

十

二

項

及

び

附

則

第

十

三

項

に

お

い

て

「

単

価

」

と

い

う

。

）

を

乗

じ

て

得

た

額

（

以

下

「

旧

調

整

額

」

と

い

う

。

）

が

同

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

計

算

し

た

退

職

手

当

の

調

整

額

（

次

項

の

規

定

に

該

当

す

る

者

に

あ

つ

て

は

、

同

項

に

規

定

す

る

ポ

イ

ン

ト

に

よ

り

計

算

し

た

額

）

を

超

え

る

と

き

は

、

第

十

条

第

一

項

及

び

次

項

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

旧

調

整

額

を

そ

の

者

の

退

職

手

当

の

調

整

額

と

す

る

。 

第

十

条

の

規

定

の

適

用

を

受

け

る

者

で

、

平

成

二

十

五

年

四

月

一

日

か

ら

平

成

二

十

七

年

三

月

三

十

一

日

ま

で

の

間

に

退

職

し

た

も

の

の

ポ

イ

ン

ト

に

つ

い

て

は

、

同

条

第

一

項

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

次

の

各

号

に

掲

げ

る

退

職

の

日

が

属

す

る

期

間

に

応

じ

当

該

各

号

に

定

め

る

点

数

を

そ

の

者

の

ポ

イ

ン

ト

と

す

る

。 

一 

平

成

二

十

五

年

四

月

一

日

か

ら

平

成

二

十

六

年

三

月

三

十

一

日

ま

で

の

間 

次

に

掲

げ 

10 
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る

区

分

に

応

じ

、

そ

れ

ぞ

れ

次

に

定

め

る

点

数 

イ 

第

一

号

区

分 

二

百

八

十 

ロ 

第

二

号

区

分 

二

百

二

十

六

・

七 
ハ 

第

三

号

区

分 

百

七

十

三

・

四 

ニ 
第

四

号

区

分 

百

二

十

一

・

七 

ホ 

第

五

号

区

分 

百

一

・

七 

ヘ 

第

六

号

区

分 

九

十 

ト 

第

七

号

区

分 

七

十

六

・

七 

チ 

第

八

号

区

分 
零 

二 

平

成

二

十

六

年

四

月

一

日

か

ら

平

成

二

十

七

年

三

月

三

十

一

日

ま

で

の

間 

次

に

掲

げ

る

区

分

に

応

じ

、

そ

れ

ぞ

れ

次

に

定

め

る

点

数 

イ 

第

一

号

区

分 

三

百

二

十 

ロ 

第

二

号

区

分 

二

百

六

十

三

・

四 

ハ 

第

三

号

区

分 

二

百

六

・

七 

ニ 

第

四

号

区

分 

百

五

十

三

・

四 

ホ 

第

五

号

区

分 

百

三

十

三

・

四 

ヘ 

第

六

号

区

分 

百

二

十 

ト 

第

七

号

区

分 

百

三

・

四 

チ 

第

八

号

区

分 

零 
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前

二

項

の

規

定

は

、

附

則

第

三

項

の

規

定

に

該

当

す

る

者

に

対

し

て

支

給

す

る

退

職

手

当

の

調

整

額

の

計

算

に

つ

い

て

準

用

す

る

。 

平

成

二

十

五

年

四

月

一

日

以

後

に

退

職

（

第

五

条

第

一

項

の

規

定

に

該

当

す

る

場

合

を

除

く

。

）

す

る

者

が

そ

の

者

の

評

価

期

間

の

う

ち

平

成

十

九

年

度

以

前

に

お

い

て

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

第

五

条

第

一

項

第

一

号

に

規

定

す

る

行

政

職

給

料

表

㈡

（

以

下

「

行

政

職

給

料

表

㈡

」

と

い

う

。

）

の

適

用

を

受

け

、

か

つ

、

第

十

条

第

一

項

第

八

号

に

掲

げ

る

区

分

に

該

当

す

る

期

間

（

以

下

「

対

象

期

間

」

と

い

う

。

）

を

有

す

る

場

合

は

、

対

象

期

間

一

年

度

に

つ

き

、

次

の

各

号

に

掲

げ

る

退

職

の

日

が

属

す

る

期

間

に

応

じ

当

該

各

号

に

定

め

る

点

数

（

当

該

対

象

期

間

中

に

第

十

条

第

四

項

に

規

定

す

る

休

職

月

等

が

あ

る

場

合

及

び

区

規

則

で

定

め

る

事

由

が

あ

る

場

合

に

あ

つ

て

は

、

区

規

則

で

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

必

要

な

調

整

を

行

つ

た

点

数

）

を

そ

れ

ぞ

れ

合

計

し

た

数

に

単

価

を

乗

じ

て

得

た

額

を

そ

の

者

の

退

職

手

当

の

調

整

額

に

加

算

す

る

。 

一 

平

成

二

十

五

年

四

月

一

日

か

ら

平

成

二

十

六

年

三

月

三

十

一

日

ま

で

の

間 

二

十 

二 

平

成

二

十

六

年

四

月

一

日

か

ら

平

成

二

十

七

年

三

月

三

十

一

日

ま

で

の

間 

四

十 

三 

平

成

二

十

七

年

四

月

一

日

以

後

の

期

間 
六

十 

前

項

の

場

合

に

お

い

て

、

そ

の

者

が

対

象

期

間

中

に

行

政

職

給

料

表

㈡

の

職

務

の

級

が

二

級

（

平

成

十

七

年

三

月

三

十

一

日

以

前

の

期

間

に

あ

つ

て

は

、

三

級

）

以

上

で

あ

つ

た

期

間

（

そ

の

者

が

都

職

員

等

と

し

て

引

き

続

い

た

在

職

期

間

を

有

す

る

場

合

に

あ

つ

て

は

、

当

該

期

間

に

お

い

て

そ

の

者

が

こ

れ

ら

に

相

当

す

る

職

務

の

級

以

上

で

あ

つ

た

期

間

）

を

有

す

る

11 12 13 
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と

き

は

、

対

象

期

間

一

年

度

に

つ

き

、

次

の

各

号

に

掲

げ

る

退

職

の

日

が

属

す

る

期

間

に

応

じ

当

該

各

号

に

定

め

る

点

数

（

当

該

対

象

期

間

中

に

第

十

条

第

四

項

に

規

定

す

る

休

職

月

等

が

あ

る

場

合

及

び

区

規

則

で

定

め

る

事

由

が

あ

る

場

合

に

あ

つ

て

は

、

区

規

則

で

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

必

要

な

調

整

を

行

つ

た

点

数

）

を

そ

れ

ぞ

れ

合

計

し

た

数

に

単

価

を

乗

じ

て

得

た

額

を

前

項

の

規

定

に

よ

り

退

職

手

当

の

調

整

額

に

加

算

す

る

額

に

加

算

す

る

。 

一 

平

成

二

十

五

年

四

月

一

日

か

ら

平

成

二

十

六

年

三

月

三

十

一

日

ま

で

の

間 

六

・

七 

二 

平

成

二

十

六

年

四

月

一

日

か

ら

平

成

二

十

七

年

三

月

三

十

一

日

ま

で

の

間 

十

三

・

四 

三 

平

成

二

十

七

年

四

月

一

日

以

後

の

期

間 

二

十 

  
 
 

付 

則 

 

（

施

行

期

日

） 

１ 

こ

の

条

例

は

、

平

成

二

十

五

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。 

 

（

退

職

手

当

の

基

本

額

に

係

る

経

過

措

置

） 

２ 

こ

の

条

例

に

よ

る

改

正

後

の

江

戸

川

区

職

員

の

退

職

手

当

に

関

す

る

条

例

（

以

下

「

改

正

後

の

条

例

」

と

い

う

。

）

第

五

条

第

一

項

の

規

定

に

該

当

す

る

者

の

う

ち

、

こ

の

条

例

の

施

行

の

日

（

以

下

「

施

行

日

」

と

い

う

。

）

か

ら

平

成

二

十

七

年

三

月

三

十

一

日

ま

で

の

間

（

以

下

「

経

過

措

置

期

間

」

と

い

う

。

）

に

退

職

し

た

も

の

に

対

し

て

支

給

す

る

退

職

手

当

の

基

本

額

（

改

正

後

の

条

例

第

四

条

の

三

に

規

定

す

る

退

職

手

当

の

基

本

額

を

い

う

。

以

下

同

じ

。

）

に

つ

い

て

は

、

改

正

後

の

条

例

第

五

条

第

一

項

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

次

の

各
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号

に

掲

げ

る

退

職

の

日

が

属

す

る

期

間

に

応

じ

当

該

各

号

に

定

め

る

額

を

も

つ

て

、

そ

の

者

に

支

給

す

る

退

職

手

当

の

基

本

額

と

す

る

。 
一 

施

行

日

か

ら

平

成

二

十

六

年

三

月

三

十

一

日

ま

で

の

間 

退

職

日

給

料

月

額

（

改

正

後

の

条

例

第

五

条

第

一

項

に

規

定

す

る

退

職

日

給

料

月

額

を

い

う

。

以

下

同

じ

。

）

に

、

そ

の

者

の

勤

続

期

間

に

応

じ

て

付

則

別

表

第

一

の

支

給

率

の

欄

に

定

め

る

数

を

乗

じ

て

得

た

額 

二 

平

成

二

十

六

年

四

月

一

日

か

ら

平

成

二

十

七

年

三

月

三

十

一

日

ま

で

の

間 

退

職

日

給

料

月

額

に

、

そ

の

者

の

勤

続

期

間

に

応

じ

て

付

則

別

表

第

二

の

支

給

率

の

欄

に

定

め

る

数

を

乗

じ

て

得

た

額 

３ 

改

正

後

の

条

例

第

六

条

第

一

項

及

び

第

七

条

第

一

項

の

規

定

に

該

当

す

る

者

の

う

ち

、

経

過

措

置

期

間

に

退

職

し

た

も

の

に

対

し

て

支

給

す

る

退

職

手

当

の

基

本

額

に

つ

い

て

は

、

こ

れ

ら

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

次

の

各

号

に

掲

げ

る

退

職

の

日

が

属

す

る

期

間

に

応

じ

当

該

各

号

に

定

め

る

額

を

も

つ

て

、

そ

の

者

に

支

給

す

る

退

職

手

当

の

基

本

額

と

す

る

。 

一 

施

行

日

か

ら

平

成

二

十

六

年

三

月

三

十

一

日

ま

で

の

間 

退

職

日

給

料

月

額

（

改

正

後

の

条

例

第

七

条

の

三

に

規

定

す

る

者

に

あ

つ

て

は

、

同

条

の

規

定

に

よ

り

計

算

し

た

額

。

以

下

「

最

終

給

料

月

額

」

と

い

う

。

）

に

、

そ

の

者

の

勤

続

期

間

に

応

じ

て

付

則

別

表

第

三

の

支

給

率

の

欄

に

定

め

る

数

を

乗

じ

て

得

た

額 

二 

平

成

二

十

六

年

四

月

一

日

か

ら

平

成

二

十

七

年

三

月

三

十

一

日

ま

で

の

間 

最

終

給

料 

月

額

に

、

そ

の

者

の

勤

続

期

間

に

応

じ

て

付

則

別

表

第

四

の

支

給

率

の

欄

に

定

め

る

数

を 



第３８号議案 

乗

じ

て

得

た

額 

４ 

前

二

項

の

規

定

は

、

改

正

後

の

条

例

第

七

条

の

四

第

一

項

、

第

八

条

、

第

九

条

、

第

十

八

条

第

四

項

並

び

に

附

則

第

三

項

及

び

第

五

項

の

規

定

に

該

当

す

る

者

に

対

し

て

支

給

す

る

退

職

手

当

の

基

本

額

の

計

算

に

つ

い

て

準

用

す

る

。 

               

勤続期間 支給率 

１年 0.83 

２年 1.66 

３年 2.50 

４年 3.33 

５年 4.16 

６年 5.00 

７年 5.83 

８年 6.66 

９年 7.50 

10年 8.33 

11年 9.61 

12年 10.90 

13年 12.18 

14年 13.46 

15年 14.75 

16年 16.26 

17年 17.78 

18年 19.30 

19年 20.81 

20年 22.33 

21年 24.13 

22年 25.93 

23年 27.73 

24年 29.53 

25年 31.33 

26年 33.00 

27年 34.66 

28年 36.33 

29年 38.00 

30年 39.66 

31年 41.11 

32年 42.56 

33年 44.01 

34年 45.46 

35年 46.91 

36年以上 47.08 

 

付則別表第１（付則第２項関係） 

勤続期間 支給率 

１年 0.66 

２年 1.33 

３年 2.00 

４年 2.66 

５年 3.33 

６年 4.00 

７年 4.66 

８年 5.33 

９年 6.00 

10年 6.66 

11年 7.88 

12年 9.10 

13年 10.31 

14年 11.53 

15年 12.75 

16年 14.28 

17年 15.81 

18年 17.35 

19年 18.88 

20年 20.41 

21年 22.36 

22年 24.31 

23年 26.26 

24年 28.21 

25年 30.16 

26年 31.70 

27年 33.23 

28年 34.76 

29年 36.30 

30年 37.83 

31年 39.08 

32年 40.33 

33年 41.58 

34年 42.83 

35年 44.08 

36年以上 44.16 

 

付則別表第２（付則第２項関係） 



第３８号議案 

 
                   

勤続期間 支給率 

１年 1.21 

２年 2.43 

３年 3.65 

４年 4.86 

５年 6.08 

６年 7.30 

７年 8.51 

８年 9.73 

９年 10.95 

10年 12.16 

11年 13.98 

12年 15.80 

13年 17.61 

14年 19.43 

15年 21.25 

16年 23.16 

17年 25.08 

18年 27.00 

19年 28.91 

20年 30.83 

21年 32.75 

22年 34.66 

23年 36.58 

24年 38.50 

25年 40.41 

26年 42.28 

27年 44.15 

28年 46.01 

29年 47.88 

30年 49.75 

31年 51.28 

32年 52.81 

33年 54.35 

34年 55.28 

35年以上 55.98 

 

勤続期間 支給率 

１年 1.03 

２年 2.06 

３年 3.10 

４年 4.13 

５年 5.16 

６年 6.20 

７年 7.23 

８年 8.26 

９年 9.30 

10年 10.33 

11年 12.06 

12年 13.80 

13年 15.53 

14年 17.26 

15年 19.00 

16年 20.83 

17年 22.66 

18年 24.50 

19年 26.33 

20年 28.16 

21年 30.00 

22年 31.83 

23年 33.66 

24年 35.50 

25年 37.33 

26年 39.06 

27年 40.80 

28年 42.53 

29年 44.26 

30年 46.00 

31年 47.56 

32年 49.13 

33年 50.70 

34年 51.96 

35年以上 52.76 

 

付則別表第３（付則第３項関係） 付則別表第４（付則第３項関係） 
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（

説

明

） 

退

職

手

当

に

お

い

て

、

民

間

水

準

と

の

均

衡

を

図

る

と

と

も

に

、

在

職

期

間

中

の

職

務

及

び

職

責

に

応

じ

た

貢

献

度

を

よ

り

一

層

反

映

さ

せ

る

た

め

、

そ

の

支

給

率

及

び

調

整

額

に

関

す

る

規

定

を

改

め

る

必

要

が

あ

る

の

で

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。 

 


